
機械化 の進展 と雇用 ・労務管理の変化

イギ リス石炭産業の事例*

木 村 牧 郎

1.は じ め に

1.1研 究課題

本稿の課題は戦後から1970年 代のイギリス石炭産業について,作 業の機械化が労働力や雇

用 ・労務管理,賃 金制度に及ぼした影響を分析することである.た だ し本稿で行う作業は,最

終的な目的として機械化が同産業の労使間の力関係にどのような影響を及ぼしたかを考察する

ための一環 として位置づけ られる.

なぜ石炭産業を分析するのか.そ の理由は以下の二つである.第 一に,こ の時期の同産業は

エネルギー資源としてイギリス国内において重要な位置を占め,ま たその労使関係の行方は民

営化や組合排 除をね らうサッチャー政権に とって重要な政治争点であったからである.第 二

に,こ の時期の同産業の職場における労働組合活動が広範に,そ して強力に展開されてお り,

イギリス労使関係の特質を最 もよく反映 した事例の一つと考えられるか らである.

1.2先 行研究 と本研究の意義

では,本 研究の意義はどこにあるのであろうか.本 研究の最終的な目的は 「機械化の進展 と

ともに労使間のパワーバ ランスはどのように変化 したのか」を考察することである.

この点についてBurnsetal(1983)は 同産業の経営者が機械化 を進めることで労働力依存の

生産システムか らの脱却 を目指 したと指摘する.労 働力依存か らの脱却は,① 要員削減 と労務

費 の圧縮 ②労働者ス キルの解体,を 通 じて達成 されるとい う.こ れに対 しEdwards　 and

Heery(1989)は,機 械化が進むと,生 産計画を遂行するために困難な作業状況や予測不能な状

*本 稿は社会政策学会第llO回 大会自由論題の報告 「イギリス石炭産業の労使関係一労働組合による職場

規制の変化」の内容を修正し,再構成したものの一部である.同報告では熊沢誠(甲 南大学),桜 林誠(労

働経済研究会),森建資(東京大学)の各会員から有益なコメント及び質問をいただいた.こ こに厚く御礼

申し上げる次第である.



図1機 械化が労使関係に及ぼす影響

況 における対応能力や経験 ・知識 労働者間の協調が重要となり,む しろ労働力依存は強 まる,

と反論 している.

しか し機械化が影響 を及ぼす対象は労働力の数やスキルのみではない.そ れ以外に賃金,団

体交渉 労務管理等への影響 も考えられるからである.例 えば機械化の影響から,賃 金が出来

高給か ら時間給となり,団 体交渉が職場 レベルか ら産業レベルへ移行 したならば,労 働組合は

より統率された産業行動 を起こすことが可能となる.こ の場合,職 場内だけでなく産業全体の

労使間のパワーバランスに配慮する必要がある.

以上のように機械化の進展 とパ ワーバランスの変化の関連性を考察する一環として,雇 用 ・

労務管理 賃金制度への影響 も含めて分析する必要がある.図1は このような考え方を分析枠

組 として示 したものである.本 稿では図中の① 「労働力」,② 「雇用 ・労務管理」,③ 「賃金制

度」といった諸制度に与 えた影響から労使関係の変化について暫定的な結論を導 く.な お,④

「団体交渉制度」については別稿にて改めて考察するつもりである.

1.3労 使 アク ターの設定

ここで石炭産業における経営者 と労働組合 について簡単にふれてお きたい.研 究対象期間に

おける経営体は全国石炭庁(National　 Coal　Board,以 下NCBと 略記)で ある1).NCBは1980

年時点で従業員数23.2万 人を雇用する国有企業である.な お同年の石炭生産高は約1.1億 ト

ンであった.実 際の生産活動の拠点は炭鉱Collieryで あ り,NCBは 全ての国内炭鉱を所有,経

営 している.1980年 には219鉱 が存在 した.炭 鉱ごとに炭鉱経営者Colliery　Managerが 任命

され,炭 鉱経営に従事する.

対する労働組合は産業内に複数存在するが,最 も規模が大 きく,影 響力のある組織は全国炭

鉱労働者組合(National　 Union　of　Mineworkers,以 下NUMと 略記)で ある.組 合員数は1980

年 には約20万 人であった.組 織化の対象職種は幅広 く,生 産現場の労働者や専門工のほか,坑

1)1946年 の石炭国有化法により「石炭の採掘及び取得」に対する独占権がNCBに 付与された.



外作業場の専門工やエンジニア ・職長,事 務職の一般労働者にも及ぶ2).

最 も現場に近いNUM組 織は炭鉱支部Branchで ある.NUMはNCBの 承認により全ての

炭鉱に支部を設置 している.支 部には支部長,支 部書記長,支 部代議員が専従役員 として組合

活動 に従事 している.支 部役員は職場労働者の代表 として経営者 との交渉や協議を行 う.

2.石 炭産業の機 械化 と作業 の変化

2.1採 炭現場 の概要

石炭鉱山で石炭を採掘することを採炭 と呼ぶ.石 炭の生産 とは炭層を採掘 し,用 途にあった

大 きさに加工することである.地 下に存在する炭層を採掘する場合 には,縦穴を掘って採炭 し,

運び出す.こ れを坑内採炭と呼ぶ.

図2(1)(2)は坑内採炭現場の レイアウ トである.坑 内で採炭される炭層を 「切羽」 と呼ぶ.切

羽から採炭 された炭塊は図2(1)に ある払 コンベヤーから中継積込機へ と送 られ,坑 道を経由し

て地上へ運搬 される.切 羽 は長 さ100～200m,高 さ2～2.5mが 一般的である.こ のような坑

内現場での採炭を長壁式採炭法 と呼ぶ.

2.2採 炭工程

坑内採炭作業は 「切込」「掘削」「積込」「充填」「仕繰」 という五つの工程からなる.以 下で

は各工程について考察 を行う.な お,図2(1)の ①～⑤は各工程の作業位置である.

(a)切 込(図2(1),①)

採炭する切羽の下層部にカッターで切込を入れる作業である.炭 層 に切込を入れることに

よって,炭 層 を掘 り出しやす くする.機 械化 される以前は経験や技能を要する作業であった.

切込部分は厚 さ30cm,深 さ1.5～1.8mに 達す る(図2(2)参 照).

(b)掘 削(同,②)

炭塊 を切羽か ら掘 り出す作業である.効 率 よく掘 り出すための技能や経験が必要 となる.掘

削 には圧縮空気 を動力 とするコール ・ピック(ハ ンマー)を 使用するが,炭 層が硬い場合には,

発火係員が爆発物を使い発破させる.

(c)積 込(同,③)

掘 り出された炭塊は切羽に沿って設置されるコンベヤーに積み込まれる.前 出の二工程に比

べ,技 能や経験が必要ではなく,肉 体的な重労働である.自 動化 されるまでは賃率が低 く,労

2)坑 外作業場のエンジニアEngineerや 職長Foremanは 石炭産業では週給の産業スタッフWeekly　Paid

Industrial　Staffと呼ばれる。



図2(2)切 羽 レイア ウ ト断 面 図

[出所]Ashworth(1986),p.83及 びTristetal(1963),pp.44-46.加 筆 ・修正 あ り。

注:(1)に 書かれた作業位置 は①切 込,② 掘削,③ 積込,④ 充填,⑤ 仕繰である。

働 者 か ら厭 わ れ る作 業 で あ っ た.

(d)充 填(同,④)

進 行 方 向 へ 切 羽 が 進 む に つ れ,採 炭 現 場 の 後 方 で 二 つ の 作 業 が 必 要 と な る.一 つ は コ ンベ

ヤ ー の 移 動 ・伸 張 と立 柱 の 設 置 ・引 き抜 きで あ る.も う一 つ は払 跡 で あ る.切 込 と掘 削 を終 え

た段 階 で は採 炭 済 み の 空 間 が 拡 大 され,上 盤 が 崩 落 す る 可 能 性 が 高 い.よ っ て 図2(2)に あ る天

盤 を一 度 取 り払 い,自 然 崩 落 を利 用 して払 跡 を作 る.そ の 後 切 羽 の 進 行 方 向 に沿 っ て,再 度 天

盤 を取 り付 け る.

(e)仕 繰(同,⑤)

仕 繰 工 程 に は 二 つ の作 業 が あ る.一 つ は仕 繰 と い っ て,小 切 羽(図2(1)参 照)の 掘 進 や 通 路

の保 守 を行 う.こ れ は切 羽 と通 路 の 出 入 り を常 時 可 能 とす る た め に必 要 な作 業 で あ る.二 つ 目

は 岩 捲 で あ る.落 盤 に よ る岩 石 の 流 出 を 防止 す る た め に,通 路 に 岩 や 材 木 を 用 い て岩 捲 を積 み

上 げ る作 業 で あ る.



2.3採 炭作業 の機械化

以上述べた工程は図3の 「手掘採炭」欄にあるように複数の作業要素に分けられる.こ のよ

うに細分化 されていた作業が機械化の進展 とともに統合されてい く.本 節ではこうしたプロセ

スを機械化の段階ごとにみていく.

(a)手 掘採炭

一つの切羽が10mご とに区画され,一 区画に1～2名 の採炭工が配置される.採 炭工は図3

からわかるように,全 工程を担当する熟練工である.徒 弟制であ り,採 炭工のもとで技能伝達

を受けた徒弟のみが採炭工に昇格できる.採 炭工はピックと呼ばれるドリルとハ ンマーの機能

が備わった器具を用いて作業を行 うが,ピ ックによる切込 と掘削 にはかなりの経験 と技能が必

要 となる.ま た作業だけでなく,坑 内現場の状況や炭層の性質に関する深い知識 も持ち合わせ

ていなくてはな らない(Penn　 and　Simpson(1986),p.342.).

(b)カ ッターCutter　 Machine

カッターは切羽か ら炭隗 を掘 り出す機械である.チ ェーンにより回転する上下2枚 のジブ

(歯の付いた舌)が 取 り付けられ,炭 層に切込を入れる.さ らに切込を入れたままジブを逆回

転 させることで炭院を掘 り出す.最 も熟練 を要するとされる切込と掘削が自動化された.カ ッ

ターは1935年 の50%か ら1950年 には約80%に まで普及 した.

カッターはカッターマンと呼ばれる労働者が操作する.採 炭工ほどではないが,か な りの訓

練が必要 とされ,熟 練度は高い.ま た図3か らわかるように,カ ッターマンのほか,充 填工や

引抜工,石 切工など各作業工程を専門とした職種が登場 し,職 種 ごとの分業が一般的となった.

図3機 械化の進展と作業工程の集約



(c)自 動積込機PowerLoader

自動積込機はカッターと払コンベヤーが一体化されたものである.採 炭 された石炭はそのま

まカッターの真下に取 り付 けられたコンベヤーに自動的に積み込まれる.図3に あるように積

込工程が 自動になり,切 込,掘 削,積 込が同時進行されるようになった.ま たコンベヤーは切

羽の長さに合わせて伸縮でき,柔 軟に変形するような改良が施 された.こ れによりコンベヤー

移設の手間が省かれるようになった.自 動積込機の普及は1950年 代後半か ら急速に広まった.

1955年 には総生産量の9.9%が 自動積込機で生産されていたが,1965年 には80%以 上にまで

増加 した3).

(d)自 走支保Power　 Support

充填工程の作業の一つに立柱がある.機 械化以前は長さを調節 しなが ら,鋼 鉄製の支柱 を使

用 していたが,1946年 に伸縮調整式の支柱が開発され,調 節が容易になった.1960年 代後半に

はさらに開発が進み,大 型の自走式システムが導入された.遠 隔操作によって自動的に支柱を

移動させることがで き,立 柱作業の手間が省かれた.自 走支保は1960年 代半ばから使用 され,

1970年 代にはほぼ全ての切羽 に搭載された.図3か らわかるように自動積込機や 自走支保の

普及により,充 填や仕繰 を専門とした職種は次第に少な くなった.

2.4作 業 のチーム化

自動積込機の普及により切羽労働者の職種が変容 した.既 述 したようにカッターの普及は分

業体制を促 したが,図3「 自動積込機」 と 「自走支保」の欄では全工程が 「パワーローダーマ

ン」によって担われているのがわかる.

表1は パ ワーローダーマンの職務記述表である.表 からわかるように彼 らは五つの工程の う

ち,複 数の作業がで きる多能的な切羽労働者である.約10～20名 のパワーローダーマ ンを基

礎単位集団(班)と する集団作業が一般的となる.こ の作業集団を 「切羽チーム」 と呼ぶ.ま

たチーム内か ら班長が1名 選出される4).ま た作業のサイクルが連続的になり,職 種間分業体

制の場合 と比べて作業の引継 ぎがスムーズになった.

この作業組織の変化が生産システムに与 えた影響 をめ ぐる議論がある.そ れ以前 と比較 し

て,① パワーローダーマンの職務が多能化 し,拡 大 した,② 労働者間の職務交替に関して,自

由裁量が認められている,な どの理由か ら切羽労働者の熟練向上 につながった,と いう主張が

ある(Burnsetal(1983),p.12.).他 方,機 械化 により機械の保全 を担う専門工の生産労働者に

対する相対的な重要性が増 したのみで(Penn　 and　Simpson(1986),p.345.),労 働者熟練への影

3)機 械の普及を示したデータはすべてAshworth(1986),pp.74-88。 を参照した.

4)班 長の選出は経営者の人事権に属するものの,NUM支 部の承認を要する.



響はないという主張 もある.こ のような議論 に対する論証は必ず しも十分ではないが,徒 弟制

の解体や雇用者に占める専門工割合の増加など,後 者に整合的な傾向がある.

3.雇 用 ・労務管理

3.1労 働時 間 と交替制

石炭産業における労働時間には法律的規制 と労使協約による規制の二つがある.法 律的規制

は炭鉱法 と石炭規制法に依拠 し,労 働者の坑内滞留時間(7時 間/日),事 故発生時の滞留時間

の延長限度(1時 間/日,60時 間/年)が 規定されている(山 口他(1988),359頁).

労使協約は所定労働時間を規定 してお り,労 使交渉によってその水準は決められる.例 えば

1960年 の全 国交渉で坑内労働者の所定労働時間は一 日7.25時 間 とされだ).ま た1947年 の

「週五 日勤務制協約」で所定勤務 日数は週5日 と定められた.交 替制は二交替もしくは三交替

が一般的である.勤 務時間帯は各地で異なるが,例 えばイ ングランド北部では①午前4:30～

午前10:00,② 午前9:00～ 午後4:30,③ 午後4:30～ 午後12:00(三 交替の場合),と な

る.

1979年 の炭鉱労働者の所定労働時間は約1800時 間/年 であった6).同 年の欠勤率は16.9%

であ り,よ って所定内労働時間は1450時 間/年 となる.一 日の所定労働時間を超過 した就労

や週5日 以上勤務 した場合の就労は残業Overtimeと なる.同 年の残業時間は約230時 間/年

であった.総 実労働時間は1600～1700時 間/年 になる.

5)佐 藤(1963)参 照.同 時に坑外労働者の労働時間は週あたり42.5時間から41.25時間へと短縮された.

6)NCB,Annual Reports and Accounts,1979.より引用.交 替時間8時 間として,(年 間平均出勤日)×8時

間で推計した.



3.2監 督職制 と作業集団

(a)監 督職制

坑内現場は管轄の広い順に 「ディス トリク ト」「炭層」「切羽」 と分類される.図4は ウェー

ルズ地方 トレルウィス炭鉱の1978年 の例である.図4か ら分かるように,そ れぞれの管轄に

は下級監督者,職 場長,副 職場長が配置される.監 督職の通常業務 は現場の安全点検,進 捗管

理,労 働時間管理,資 材調達などである.通 常業務以外 には機械の故障時の復旧作業や原因追

求 を行い,事 故発生時には救急処置などの責任 を負 う.

監督者 は機械化の進展 とともにその割合 を増加させた.1958年 には一名の監督者に対 し切

羽労働者6.5名 の割合であったが,1968年 には4.5名 へ と変化 した.こ れは機械化の影響か ら

生産労働者数が減ったことによるものであるが,実 質的に監督機能の強化につながったと考え

られる(Allen(1981),p.92.).

(b)作 業集団

基礎作業集団単位である 「班」は切羽ごとに配置される.以 下,図4を 用いて説明を行う.

図4の 例では自動積込機及び自走支保が完備 されている.一 切羽に三つの班が配置 され,採

炭作業に従事するA,B班 と補助作業を担 うC班 に分けられる.採 炭業務には一班 につ き11

名,補 助業務に2名 の計24名 が割 り振 られる.職 務内容ごとの内訳は班長2名 のほか,採 炭機

操作2名,充 填10名,仕 繰10名 となる.

1960年 の同炭鉱では一切羽あた り60名 の作業者が配置されていた.1960年 当時は自動積込

機が完備されているものの,自 走支保の導入には至っていない.そ の後,自 走支保の導入や 自

動積込機のマイナーチェ ンジなどによって要員削減があったといえる.同 炭鉱では1960年

～78年 の間に,単 純 に計算 して採炭機操作2名,充 填14名,仕 繰19名 分の仕事が失われた.



3.3作 業方法 と作業進行の経営管理

作業が機械化される以前には作業管理 という概念はなかったといってよい.作 業方法は労働

者個 々の技能と経験に依存 してお り,経 営者 は出来高賃金のインセンティブを通 じてのみ,作

業の進捗管理を行っていた.

しか し機械化 とともに生産量は労働者の作業量ではな く,採 炭機の稼働率に依存するように

なる.こ のため稼働率 を高め,採 炭時間のロスを発生 させないために作業を標準化 し,管 理す

る必要が生 じた.1966年 に労使間で合意 された 「自動積込機に関する全国協約」には切羽作業

への作業方法研究Method　 Studyの 適用を組合側が承認する条項が含まれている.

作業方法研究 とは作業研究技師Method　 Study　Engineerが 採炭現場 を調査 したうえで必要

な作業を洗い出 し,そ の作業手順 と所要時間を設計することである.作 業が設計化されること

で,標 準的な労働量 と要員数が割 り出される.炭 鉱経営者はこの方法研究を根拠に,見 込みの

作業量と要員数を設定,管 理する経営権を有することとなった7).

4.賃 金 管 理

4.ll960年 代 以前の賃金制度 出来高給

1960年 代半 ば以前の賃金制度は出来高給であった.既 述 した ように経営管理が確立されて

おらず,経 営者は出来高賃金のインセ ンティブによって作業管理 を行ってきた.坑 内作業であ

り,作 業条件が劣悪な採炭現場においては経営権を貫徹 させることが困難であった(McCor-

mick(1979),p.81.).ま た終戦か ら約10年 間は石炭市場において超過需要,労 働市場において

供給不足が起 きてお り,出 来高給はこうした背景に適合 した.

出来高賃金には二つのタイプが存在する.一 つは戦前か ら続 く 「個々の作業量」に基づ く出

来高給である.こ れは出来高賃率が作業ごとに設定される.例 えば立柱作業ならば支柱 を立て

た本数 岩捲作業ならばその進捗具合に連動 した賃金が支給される.よ って異なる仕事 をすれ

ば,賃 金水準は異なる.ま た出来高のインセンティブは個別労働者の作業量 に結びつ くが,必

ず しも出炭量の増加に結びつ くとは限 らない.

もう一つは 「出炭量」に基づ く出来高給である.こ れは自動積込機が普及 し始めた1950年 代

に広がった.既 述 したように作業組織が変化 し,作 業集団ごとに出炭量に連動した賃率が設定

された.労 使間で最低賃金額 と標準的な作業量が設定 され,標 準的な作業量 を超えた作業量に

ついては,そ れに応 じた増額支給 となる.ま た作業集団内のメンバーならば異なる仕事 をして

7)NUMハ ットフィールド・メイン炭鉱支部専従役員へのヒアリングによる.



いても同額の賃金が支払われる.

4.21960年 代以降の賃金制度

切羽労働者に出来高給が廃止されたのは1966年 である.既 述 した 「自動積込機 に関する全

国協約」の規定によるものである.出 来高給 に代わり時間賃金である日給制が切羽労働者に適

用 された.以 後現在にいたるまで,切 羽労働者の基本給は時間賃率となる.

労働者の賃金所得要素 を六つに分類すると,(a)基 本給(b)補 足給(c)所 定外賃金,(d)出 勤手

当,(e)能 率刺激給 ・ボーナス給(f)諸 手当,と なる.こ れ らの賃金項 目が支払われる対象職種

を示 したのが表2で ある.表 中の 「○」は支払あ り,「 ×」は支払無 し,「△」は職級によって

は支給あり,を 表す.な お生産労働者,専 門工は日給制,監 督職 と産業スタッフが週給制であ

る.

(a)基 本給

基本給の時間賃率は職務ベースで設定される.表3は 石炭産業の賃金表である.賃 金表は監

督職 坑内職種,坑 外職種,専 門工,事 務職 など職種 ごとのテーブルに分けられ,各 職種 はさ

らに幾つかの職級に分類 される.例 えば坑内職種の場合,Ul～U7の 七つの職級に分類される.

賃率は職級 ごとに一勤務あたりのレー トが設定されてお り,全 国一律である.な お表3に ある

ように労使協約には週あた りの基本給所定額が明記されることが多い.ま た全ての切羽労働者

は坑内職種U1に 格付 けされ,生 産労働者の中では最 もグレー ドが高い.基 本給は炭鉱労働者

の実収賃金の60～70%を 占める8).

表2職 種別賃金構造一覧表



(b)補 足給

補足給 とは基本給に上乗せされる一時的な支払措置であ り,政 府の所得政策により設け られ

た賃上げ幅の範囲内で交渉がなされる.補 足給は次にみる時間外賃金の割増賃率には加算され

ない.1977年 か ら三年間続いた後 基本給 に吸収 された(MMC(1983),Vol.1,p.267.).

(c)時 間外賃金

所定労働時間以外の勤務時間帯の就労に対 しては割増賃率が適用 される.時 間外賃金は平 日

残業と休 日出勤に分類 される.割 増率は労使協約によって基本賃率の1.5～2倍 となっている.

基本給以外では労働者の稼得所得に占める割合が最 も高 く,平 均実収賃金の15%前 後を占め

る.

(d)出 勤手当

監督職や坑外のエ ンジニアを対象とした賃金である.こ れ らの職種 は時間外割増が適用され

ないため,出 勤手当はそれを補償する賃金である.1978年 の標準的支給額は産業スタッフで週

あた り£14.5～21,監 督職で£18.5～19.5で ある.

(e)能 率刺激給 ・ボーナス給

能率刺激給については次節で説明を行 う.ボ ーナス給とは能率刺激給が支給される切羽労働

者以外の職種に対 して支払われる.支 給額は職種によって異なるが,能 率刺激給の平均支給額

の50～100%が 支払われる(表2参 照).

(f)諸 手当

8)MMC(1983),VoLl,p.266。 参照.基 本給割合は1977年4月 が69.4%,翌 年は64.2%と なっている.い

ずれも週あたりの平均実収賃金(実 績値)に 占める割合である.



諸手当は地域,炭 鉱ごとに基準が異なってお り雑多である.代 表的なものには坑内現場の浸水

への補償Water　 Payや 深夜就業 に支払われる深夜手当Night　 Allowanceな どがある.全 ての

手当を合わせると一 日あた り£0.2～0.5が 支給される.

4.3能 率刺激給 出来高給の復活

一度廃止 された出来高給であるが,1978年 に能率刺激給IncentiveBonusSchemeと して復

活 した.以 下では能率給の算定方法や支給水準について考察する.

(a)算 出方法

能率給賃率 は標準作業量 と標準要員数 に基づいて算定される.こ こでい う作業量 とは 「何

ヤー ドの切羽を掘削 したか」によって表される.標 準作業量 と標準要員数は方法研究技師の現

場調査を経て,作 業方法研究から割 り出され,さ らにその数値を参考 として炭鉱 レベルの労使

交渉によって共同決定される9).な お標準作業量 は同一炭鉱内であって も切羽ごとに異なる.

能率給賃率は,標 準作業量を標準要員数で割 った ものを標準生産性 とすれば,

賃率=標 準支給額 ×標準生産性/[標 準生産性 一(標準生産性の75%)]

と算出される.な お標準支給額は全国一律で£4.70と 規定 されている.こ の賃率を用いて一

日あた りの支給額が,

支給額二賃率 ×[実際の生産性 一(標準生産性の75%)]

となる.実 際の生産性 とはその日の労働量 を人員数で割った実績値のことである.こ の実績値

と標準生産性の差が大 きくなるほど,支 給額が増額されてい く.

表4は 生産性 と支給額の増加率の対応関係 を示 している.表 中のD欄 は実際の生産性(C

欄)の 標準生産性に対する上昇率を示 している.F欄 はそれに対応 した,一 人あたりの能率給

支給額の上昇率である.両 者の比較か ら,1%の 生産性上昇に対 して支給額は4%上 昇してい

表4能 率刺激給の支給額と生産性の対応関係

[出 所]MMC(1983),VoL2,pp.193-7及 びSouthWalesArea,Six-bells Colliery, Installation Agreement.

1978.

注:1.労 働 量,要 員 数 支給 額 の 単位 はす べ て 一 日あた りで表 示.2.標 準 生 産性=394.4/30=13。15(ヤ ー

ド),標 準 支 給 額=4.70(£)で あ る.

9)ヨ ー ク シ ャー 地方 支 部 専 従役 員 か らの ヒ ア リ ング.ヨ ー ク シャー 地 方 で は方 法研 究 の ほか に,6ヶ 月 間

の 生 産性 実 績 値 を参 考 と して,標 準 作業 量 と要 員 数 を決 め る ケ ー ス もあ る と い う.



ることがわかる.つ まり能率給は生産性の伸びに弾力的に連動す る賃金である.

(b)実 収賃金に占める割合

労働者の実収賃金に占める能率給の割合はどの程度であったのか.表5は 職種別にそれを示

したものである.

Ulに 格付 けされる切羽労働者の場合,実 収賃金が週あた り平均で£157.8で ある.ま た能

率給の支給額は週あた り£36.2で あ り,能 率給が占める割合 は22.9%と なる.他 の職種は能

率給が支給 されないのでボーナス給比率が示 されている.坑 内の専 門工や監督職は比重が高 く

(20%弱),坑 外職種 は低い(ll～12%)と い う傾向がある.

5.結 論

本稿ではイギリス石炭産業における機械化の進展が,労 働力,雇 用 ・労務管理 賃金管理に

どのような影響を及ぼしたのかを考察 してきた.

まとめると次の六つのことがいえる.ま ず,① 採炭工にとって不可欠であった切込や掘削の

技能などが不要となり,熟 練の解体がみ られた.カ ッターや 自動積込機の操作 にも一定の熟練

を要するが,採 炭工の有する知識や経験はそれよりも幅広い といえる.

②作業組織が職種間分業か らチーム形態に変化 した.こ れにより作業引継 ぎの円滑化,労 働

者の多能化がみ られた一方で,労 働者のスキル向上にはつながっていないという指摘 もある.

③切羽内の要員数が大幅に減少 した.自 動積込機や自走支保の導入により,充 填や仕繰への

要員が削減 された.ま た職域の拡大 した切羽労働者=パ ワーローダーマ ンの登場により更なる

要員削減が可能となった.

④要員の削減にともない監督職制一人あた りに対する労働者の割合が減少し,結 果 として監

督機能の強化につながった.

表5炭 鉱労働者の総賃金所得と能率給所得



⑤作業方法や作業量,要 員数は方法研究による調査を経て,経 営者が設定するようになった.

それ以前は,こ の領域への経営者の介入は許されず,採 炭工を中心 とした 「労働者 自治」が確

立 されていた.

⑥出来高給か ら時間賃金へ移行 した.機 械化 により,賃 金にインセ ンティブを設ける必要性

がな くなった.職 種ベースに幾つかのグレー ドに分類 され,グ レー ドごとに賃率が標準化され

た.ま たその賃率は全国一律である.

上記①～③は機械化の労働力への影響である.機 械化 により,ス キルの解体が進み,要 員が

削減された.つ まり生産プロセスが 「スキル×労働量」で表される労働力に依存する程度は弱

まったといえる.ま た,④ と⑤は雇用 ・労務管理上の変化である.こ れらは職場における 「経

営権」がNUMに よって承認されたことを意味する.特 に1966年 「自動積込機に関する協約」

締結後NUMの 職場への介入範囲が狭小化された.

賃金制度への影響が⑥である.し か し機械化による賃金制度の変化はやや複雑である.な ぜ

なら時間給が定着 した一方で,1978年 の能率刺激給の導入により出来高給が復活 したからであ

る.こ の出来高給 の復活には二つの背景がある.一 つ は時間給が切羽労働者に適用 された

1966年 以降の労働生産性の低迷である.NCBは 能率給を短期的な生産性向上の施策 として導

入 を試みた.二 つ 目は労使関係上の理由である.当 時,産 業 レベルの賃金交渉でNUMが 強力

な賃金規制を行 ってきた.NCBは 能率給の導入によって炭鉱 レベルの賃金交渉を復活 させ,

交渉単位を分断化することで,NUMの 規制力を抑制しようと試みた.

以上のまとめか ら暫定的な結論 を導 き出す.本 稿の課題は機械化 によって労使のパワーバラ

ンスがどのように変化 したかを分析することであった.ま ず,「労働力」(前掲図1,① の経路)

に関しては機械化によってパワーバランスは経営者優位 に傾いたといってよい.次 に,「雇用 ・

労務管理」(同,② の経路)に 関 しても同様に,パ ワーバランスは経営者 に傾いたと考えられる.

しかし 「賃金管理」(同,③ の経路)に 関してはやや異なった結論が導かれる.し か しこの点は

本稿では言及しなかった 「団体交渉」(同,④ の経路)に 関する別稿 にて改めて考察することと

したい.
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